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平成２８年２月２９日 

平成３１年３月６日変更 
国 土 交 通 大 臣 

 

 

国立研究開発法人建築研究所が達成すべき業務運営に関する目標 
 

 

第１章 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 

１．政策体系における法人の位置付け 

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本

の整合的な整備等を図ることを任務としており、国土交通省技術基本計画において、「国土

交通行政における政策課題を解決するために実施する事業・施策を、効果的・効率的に行

うためには、それらを支える技術が不可欠である」とするとともに、国土交通省政策評価基本

計画において、政策目標及び施策目標として、「技術研究開発を推進する」及び「社会資本

整備・管理等を効果的に推進する」ことを掲げている。 

一方、独立行政法人は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」

という。）第２条第１項において、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実

に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する

必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるも

の等を実施することとされているほか、同条第３項の規定において、国立研究開発法人は、

我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資

するため研究開発の最大限の成果を確保することとされている。 

国立研究開発法人建築研究所（以下「建研」という。）は、国立研究開発法人建築研究所

法（平成１１年法律第２０６号。以下「建研法」という。）第３条及び第１２条に規定されていると

おり、 

①建築及び都市計画に係る技術（以下「建築・都市計画技術」という。）に関する調査、

試験、研究及び開発（以下「研究開発」という。） 

②建築・都市計画技術に係る指導及び成果の普及 

③地震工学に関する研修生（外国人研修生を含む。）の研修 

等を行うことにより、建築・都市計画技術の向上を図ることで、建築の発達及び改善並びに

都市の健全な発展及び秩序ある整備に資することを目的として設立された独立行政法人で

ある。 

政策体系図は、別紙１のとおり。 

 

２．法人の役割（ミッション） 

本中長期目標の期間（次章において定める期間をいう。以下同じ。）における建研の役割

（ミッション）は、次のとおりとする。 

第一に、国土交通政策における任務を的確に遂行するため、建研の設立趣旨を踏まえ、

研究開発成果の最大化等を通じて建築の発達及び改善並びに都市の健全な発展及び秩

序ある整備に貢献するよう、建築・都市計画技術に関する研究開発、技術の指導及び成果

の普及等（以下「研究開発等」という。）を実施するものとする。 
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研究開発等の実施に当たっては、時代とともに変化する社会・国民のニーズに努めつつ、

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映することができる技術的知

見を得るための研究開発を実施し、研究開発成果の最大化を図るものとする。また、研究開

発成果の普及に努め、技術の指導を通じて国民生活及び社会への成果の還元を図るもの

とする。 

具体的には、建研の強み等も踏まえ、本中長期目標の期間においては、温室効果ガスの

排出削減や安全・安心をはじめとする持続可能な住宅・建築・都市の実現に向けた研究開

発等に重点的・集中的に取り組むものとする。 

なお、建築活動の大半は民間事業者が実施していることから、研究開発等の実施に当た

っては、大学・民間事業者等の研究開発成果も含めた我が国全体としての研究開発成果の

最大化のため、民間事業者が実施できることは民間事業者に委ね、建研は民間との連携を

一層進めつつ効果的かつ効率的な研究開発等を行うことを基本とする。また、建築・都市計

画技術は社会活動や国民の日常生活に密接に関連することから、国民が理解しやすい評

価技術を開発するなど、社会・国民のニーズに即応して研究開発成果を迅速かつ的確に還

元することができるよう努めるものとする。 

第二に、開発途上国等の技術者等の養成を行うことで、開発途上国等における地震防災

対策の向上が図られるよう、地震工学に関する研修を実施するものとする。 

 

３．国の政策・施策・事務事業との関係 

国土交通省技術基本計画は、政府の科学技術基本計画や未来投資戦略、国土形成計

画、社会資本整備重点計画等の関連計画を踏まえ、国土交通行政における事業・施策のよ

り一層の効果・効率の向上を実現し、国土交通技術が国内外において広く社会に貢献する

ことを目的として、技術政策の基本方針を示し、技術研究開発の推進と技術の効果的な活

用、技術政策を支える人材育成等の重要な取組を定めていることから、建研は、国土交通

省技術基本計画を踏まえて、国が行う温室効果ガスの排出削減や安全・安心をはじめとす

る持続可能な住宅・建築・都市の実現に向けた研究開発等を推進するものとする。 

 

４．国の政策等の背景となる国民生活・社会経済の状況 

（１）東日本大震災等の大災害の発生 

我が国は、地理的、地形的、気象的条件等から、古来より地震・津波、火山、台風、水

害、土砂災害等の多くの災害に見舞われており、これらの災害に対処しつつ現在の生活

と産業・経済活動を築いてきた。この活動を持続的に維持していくためには、東日本大震

災の教訓や近年の豪雨・豪雪等に関する知見など、災害を踏まえた課題抽出を的確に行

い、必要な対応を講じて乗り越えていく必要がある。 

（２）人口減少と少子・高齢化 

我が国の総人口は、概ね１億２，７００万人（平成２７年６月時点）から、本中長期目標の

期間の最後の年である平成３４年までに概ね４００万人減少し、概ね１億２，３００万人にな

る一方、高齢化率（総人口に占める６５歳以上人口の比率）は、概ね３割まで高まることが

見込まれている。１また、世帯数は、今後数年程度は増加し続けるものの、平成３１年の概

ね５，３００万世帯をピークに減少に転じ、本中長期目標の期間の最後の年である平成３４

年には、ピーク時を概ね２２万世帯下回ると推計されている。２ 
                                                   
１総務省の「人口推計（平成２７年１１月公表）」及び国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成２４年１

月推計）」による。 
２国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成２５年１月推計）」による。 
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人口減少、少子・高齢化が進むと、コミュニティの維持が困難となるほか、生産年齢人

口の減少を通じた成長の鈍化、福祉等の費用増大を通じた財政の悪化等が懸念される。

特に高齢化の進行はかつてない速度であり、我が国は世界のどの国もこれまで経験した

ことがない高齢社会を迎えている。これに少子化、人口減少が結び付き、今後、人口構造

や消費・生産構造の変化や地域活力の衰退等、我が国の社会経済に深刻な状況をもた

らすと考えられる。 

（３）地球温暖化等の環境問題 

効率性や経済性を優先し技術革新等を通じて発展させてきた大量流通・消費社会は、

国内的にも地球規模でも「環境問題」を顕在化させた。 

環境問題への取組は、世界的な共通認識として意識されており、それに伴い、環境負

荷が事業や施策の評価を行ううえでの一つの尺度として定着している。こうした背景から、

環境に係る技術は新たな市場として形成され、国際競争力の鍵となっている。 

我が国においても、環境調和型の社会に貢献する国土形成、社会資本整備を通じて、

持続可能であり、かつ快適性・経済の両立に貢献することができる。 

（４）住宅・建築ストックの老朽化 

我が国の住宅・建築は、戦後の高度経済成長とともに、着実に整備されてきたが、今後

こうした住宅・建築ストックの老朽化が急速に進行するという課題に直面することになる。こ

うした状況の下、今後必要となる維持管理費・更新費についても、急速に増加していくこと

が想定されており、既存施設の維持管理・更新にも支障を来すおそれが指摘されている。

同時に、老朽化した住宅・建築ストックの割合が増大していくと、重大な事故や致命的な

損傷等が発生するリスクが飛躍的に高まることが予想されている。 

 

５．過去からの法人の活動状況等 

建研は、平成１３年４月に独立行政法人化され、第１期中期目標期間（平成１３年４月から

平成１８年３月までの５年間）において、シックハウス問題に対応するため、「室内化学物質

濃度の評価及び低減技術」に取り組んだほか、政府の「ヒートアイランド対策大綱（平成１６

年３月３０日）」を受け、「ヒートアイランド対策効果の定量化に関する研究」に取り組むなど、

当時の社会的要請に的確に対応するための研究開発を重点的・集中的に実施した。 

続く第２期中期目標期間（平成１８年４月から平成２３年３月までの５年間）においては、国

内では新潟県中越沖地震（平成１９年７月）や岩手・宮城内陸地震（平成２０年６月）、国外で

は中国・四川大地震（平成２０年５月）やハイチ地震（平成２２年１月）、チリ地震（平成２２年２

月）などの巨大地震が発生し、「耐震化率向上を目指した普及型耐震改修技術の開発」な

どに取り組んだほか、アスベスト含有建材による健康被害が社会問題化したことを受け、「ア

スベスト等の建材含有物質に係る情報活用手法の開発」に取り組むなど、当時の社会的要

請に的確に対応するための研究を重点的・集中的に実施した。 

また、直近の第３期中長期目標期間（平成２３年４月から平成２８年３月までの５年間）にお

いては、「建築物の省エネ基準の運用強化に向けた性能評価手法に関する研究」や「長周

期地震動に対する超高層建築物等の応答評価技術に関する研究」など、社会的要請の高

い研究開発に取り組んだほか、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災等を受け、「津

波避難ビルに係る津波波力等の評価手法に関する研究」、「天井の耐震設計に係るモデル

化・諸元の設定方法に関する研究」などにも、機動的に取り組んだ。  

さらに、建研では、開発途上国における地震災害の拡大を背景に、国際的な強い要請を

受けて、昭和３５年から、地震学・地震工学・津波防災に関するその時々の最先端の知見・

技術を取り入れつつ、地震工学に関する研修を実施してきている。 
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また、建研では、第１期中期目標期間から第３期中長期目標期間までの間において事務

事業の合理化に努め、一般管理費及び業務経費について、それぞれ削減目標を達成して

きたところである。 

 

 

第２章 中長期目標の期間 

 

本中長期目標の期間は、平成２８年４月１日から平成３４年３月３１日までの６年間とする。 

 

 

第３章 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 

１．研究開発等に関する事項 

（１）研究開発等の基本方針 

建築・都市計画技術は、社会的な重要課題に対して迅速・的確に解決策を提供するた

めに、多様な要素技術をすりあわせたり統合したりすることで新たな技術を構築する社会

的な技術であり、時々刻々と変化する社会的要請や国民の生活実感等の多様なニーズ

を的確に受け止め、研究開発を行うことが重要である。 

したがって、建研は、建研法第３条に定められた目的を達成するため、科学技術基本

計画、国土交通省技術基本計画等の科学技術に関する計画を踏まえるとともに、建築・

都市計画技術に対する社会的要請や国民のニーズを的確に受け止め、民間の主体に委

ねた場合には必ずしも実施されないおそれがある研究開発を実施し、優れた成果の創出

により社会への還元を果たすものとする。その際、研究開発等における国際的な動向や

情報を的確に把握するとともに、研究開発等に関する国際的な連携や交流に努めるもの

とする。 

そのため、建研は、その強みを遺憾なく発揮することができるよう、第６章２．（４）におい

て後述するように、必要な研究体制を整備し、その人材等を最大限に活用することができ

るようにしたうえで、社会的要請の高い課題に重点的・集中的に対応するものとする。その

際、研究開発成果の最大化に向けて、解決すべき重要課題ごとに、複数の研究開発課

題のほか、技術の指導や成果の普及等も組み合わせた研究開発プログラムを構成するこ

とによって、効果的に国民生活及び社会への成果の還元を図るものとし、研究開発プログ

ラムは、必要に応じてその内容を見直すなど柔軟な対応を図るものとする。 

研究開発の実施に当たっては、大学・研究機関等の研究開発成果も含めた我が国全

体としての研究開発成果の最大化のため、内容に応じ、国内外の大学、研究機関、民

間企業等との適切な役割分担のもとで、他分野との協調も含めた幅広い視点に立って、

研究開発の効果的かつ効率的な連携を推進するものとする。その際、共同研究、政府出

資金を活用した委託研究、人的交流等を効果的に実施し、より高度な研究開発の実現と

成果の汎用性の向上に努めるものとし、また、競争的研究資金等の外部資金の積極的獲

得に取り組むことにより、研究開発成果の最大化を更に図るものとする。 

なお、研究開発等の成果は、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に活用されることから、建研は引き続き国との密な連携を図るものとする。 

（２）社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応 
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現下の社会的要請に的確に応えるため、温室効果ガスの排出削減や安全・安心をはじ

めとする持続可能な住宅・建築・都市の実現に向けた研究開発等に重点的・集中的に対

応し、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映することができる研

究開発成果をあげることを目指すものとする。その中で、国が将来実施する関連行政施策

の立案や技術基準の策定等を見据え、長期的な視点も含めて、我が国の建築・都市計画

技術の高度化や建築の発達・改善及び都市の発展・整備の課題解決に必要となる基礎

的・先導的な研究開発についても機動的・計画的に進めるものとする。 

具体的には、地球温暖化に伴う気候変動や資源・エネルギー問題によって経済・社会

等に重大な影響が及ばないよう、温室効果ガスの排出削減に資するエネルギー利用の高

度化、炭素の貯蔵に資する木材利用の促進、産業廃棄物の削減に資する建設副産物の

リサイクル等、低炭素社会の構築に貢献する研究開発等、及び住宅・建築ストックの再

生・活用・維持管理の適正化、高齢者対応等、我が国における人口減少・少子高齢化に

対応した住宅・建築・都市の維持・再生に必要な研究開発等を行うものとする。また、南海

トラフ地震や首都直下地震等の巨大地震をはじめとする自然災害や火災等による被害を

軽減させるよう、建築物の構造安全性や火災安全性等の向上、都市の防災性等の向上、

被災後の継続的な使用の実現等に必要な研究開発等を行うものとする。 

その際、人口減少・高齢化という我が国の喫緊の課題に対応するという観点からも高齢

者対応等の研究開発等を進め、工学だけでなく社会学や医学等の分野とも協調して学際

的な視点に立って取り組むよう努めるものとする。 

なお、PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルの推進を図るため、その後の国の技術

的基準の策定状況等の把握を行うものとする。 

また、地震等の災害が発生したときは、必要に応じて建築物の被害状況調査を実施す

るものとする。 

（３） 技術の指導及び成果の普及等の実施 

研究開発成果の最大化を図るため、次のア）及びイ）に掲げる取組を実施するものと

する。 

ア） 技術の指導 

国から技術的支援の要請があった場合等には、的確に対応するものとする。 

具体的には、国の政策の企画・立案や技術基準の策定等に対する技術的支援や

建築・都市計画技術に係る国際標準を作成するための技術的支援をはじめ、技術の

指導を的確に実施するものとする。 

また、建研法第１４条による指示があった場合には、法の趣旨に則り迅速に対応す

るものとする。 

さらに、独立行政法人国際協力機構（JICA）等の国際協力活動を行う団体に対す

る技術の指導を実施するものとする。 

イ） 成果の普及等 

研究開発成果については、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定

等の業務に容易に活用することができる形態により取りまとめるとともに、解説書等の

作成や講演会の実施を通じてこれらの技術基準等の普及に協力するものとする。 

また、研究開発成果の効果的な普及のため、国際会議も含め関係学会での報告、

内外学術誌での論文掲載、成果発表会、メディアへの発表を通じて技術者のみなら

ず広く国民への情報発信を行い、外部からの評価を積極的に受けることとし、併せて、

成果の電子データベース化やインターネットの活用により研究開発の状況、成果を広

く提供するものとする。さらに、出資を活用し、民間の知見等を生かした研究開発成
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果の普及を推進するものとする。 

【重要度：高】【優先度：高】 

研究開発等に関する事項は、本中長期目標の期間における最重要の課題である。 

 

２．研修に関する事項 

開発途上国等の技術者等の養成を行うことで、開発途上国等における地震防災対策の

向上が図られるよう、地震工学に関する研修を実施するものとする。その際、研修のカリキュ

ラムに地震工学に関する最新の知見を反映させ、研修内容を充実させることで、研修業務

の効果的かつ効率的な実施に引き続き努めるものとする。 

【重要度：高】 

研修に関する事項は、国際的な強い要請に基づいて実施しているところであり、本研修を

通じて優秀な技術者等を養成することは、派遣元の開発途上国等の期待に応えるものであ

る。 

 

 

第４章 業務運営の効率化に関する事項 

 

１．業務改善の取組に関する事項 

効率的な業務運営を図るため、次の（１）から（３）までに掲げる取組を推進するものとする。

なお、目標管理・評価の仕組みを徹底するという今般の独立行政法人制度改革の趣旨を踏

まえ、前章１．及び２．に掲げる事項（「研究開発等」及び「研修」）ごとに情報公開を行い、法

人運営の透明性の確保を図るものとする。 

（１）効率的な組織運営 

研究ニーズの高度化・多様化等の変化に機動的に対応し得るよう、柔軟な組織運営を

図るものとする。 

（２）ＰＤＣＡサイクルの徹底 （研究評価の的確な実施） 

研究開発等の実施に当たって研究評価を実施し、評価結果を研究開発課題の選定・

実施に適切に反映させるとともに、研究成果をより確実に社会へ還元させる視点での追跡

評価を実施するものとする。その際、長期性、不確実性、予見不可能性、専門性等の研

究開発の特性等に十分配慮して評価を行うものとする。 

（３）業務運営全体の効率化 

運営費交付金を充当し行う業務については、所要額計上経費及び特殊要因を除き、

以下のとおりとする。 

一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額について、毎年度、前年度の予算額に

対して３％に相当する額を削減するものとする。 

また、業務経費のうち業務運営の効率化に係る額について、毎年度、前年度の予算額

に対して１％に相当する額を削減するものとする。 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平

成２７年５月２５日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施すること等により、契約の適

正化を推進し、業務運営の効率化を図るものとする。また、契約に関する情報の公表によ

り、透明性の確保を図るものとする。随意契約については「独立行政法人の随意契約に

係る事務について」（平成２６年１０月１日付け総管査第２８４号総務省行政管理局長通知）

に基づき明確化した、随意契約によることができる事由により、公正性・透明性を確保しつ
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つ合理的な調達を実施するものとする。さらに、国立研究開発法人土木研究所等との共

同調達の実施等により、業務の効率化を図るものとする。 

 

２．業務の電子化に関する事項 

業務の電子化について、経済性を勘案しつつ推進し、事務手続きの簡素化・迅速化を図

るとともに、利便性の向上に努めるものとする。 

 

 

第５章 財務内容の改善に関する事項 

 

運営費交付金を充当して行う業務については、中長期計画の予算を適切に作成し、予算

の適切な執行を図るものとする。 

また、独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準研究会策定）

等に基づき、運営費交付金の会計処理を適切に行う体制を整備し、業務達成基準により収

益化を行う運営費交付金に関しては、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理するもの

とする。 

 

 

第６章 その他業務運営に関する重要事項 

 

１．内部統制に関する事項 

「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成２６年１

１月２８日付け総管査第３２１号総務省行政管理局長通知）に基づき、内部統制の推進を図

るものとする。 

研究開発等については、研究評価の取組により定期的な点検を実施し、その結果を踏ま

えた資源配分の見直し等を行うものとする。 

理事長のリーダーシップの下で、自主的・戦略的な運営や適切なガバナンスが行われ、

研究開発成果の最大化等が図られるよう、理事長の命令・指示の適切な実行を確保するた

めの仕組み等による統制活動を推進するものとする。 

また、建研の重要決定事項等の情報が職員に正しく周知されるよう情報伝達を徹底する

ものとする。 

 

２．その他の事項 

（１）リスク管理体制に関する事項 

業務実施の障害となる要因の分析等を行い、当該リスクへの適切な対応を図るものとす

る。 

（２）コンプライアンスに関する事項 

建研におけるコンプライアンスに関する規程について、職員の意識浸透状況の検証を

行い、必要に応じて見直しを行うものとする。 

特に、研究不正対応は、研究開発活動の信頼性確保、科学技術の健全な発展等の観

点からも極めて重要な課題であるため、研究上の不正行為の防止及び対応に関する規

程について、取組状況の点検や職員の意識浸透状況の検証を行い、必要に応じて見直
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しを行うなど組織として取り組むとともに、万が一研究不正が発生した場合には厳正に対

応するものとする。 

（３）情報公開、個人情報保護、情報セキュリティに関する事項 

適正な業務運営を確保し、かつ、社会に対する説明責任を確保するため、適切かつ積

極的に広報活動及び情報公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進

するものとする。具体的には、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成１３年法律第１４０号）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５９号）に基づき、組織、業務及び財務に関する基礎的な情報並びにこ

れらについての評価及び監査の結果等をホームページで公開するなど適切に対応すると

ともに、職員への周知を行うものとする。 

また、研究情報等の重要情報を保護する観点から、建研の業務計画（年度計画等）に

情報セキュリティ対策を位置付けるなど、情報セキュリティ対策を推進するものとする。 

（４）組織・人事管理に関する事項 

高度な研究開発業務の推進のため、必要な人材の確保を図るとともに、人員の適正配

置により業務運営の効率化を図るものとする。その際、将来先導的な役割を担う有為な若

年研究者を採用するため、テニュアトラック制度を活用するものとする。また、男女共同参

画社会基本法（平成１１年法律第７８号）等に基づき、男女共同参画社会の形成に寄与す

るよう努めるものとする。 

さらに、職員個々に対する業績評価を行い、職員の意欲向上を促し、能力の最大限の

活用等を図るものとする。 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与

の在り方について厳しく検証した上で、研究開発業務の特性等を踏まえた柔軟な取扱

いを可能とするとともに、透明性の向上や説明責任の一層の確保が重要であること

に鑑み、給与水準及びその妥当性の検証結果を毎年度公表するものとする。 

（５）保有資産等の管理・運用に関する事項 

業務の確実な遂行のため計画的な整備・更新等を行うとともに、所要の機能を長期に

わたり発揮し続けることができるよう、適切な維持管理に努めるものとする。また、保有資産

の有効活用を推進するため、保有する施設・設備について、業務に支障のない範囲で、

外部の研究機関への貸与及び大学・民間事業者等との共同利用の促進を図るものとする。

その際、受益者負担の適正化と自己収入の確保に努めるものとする。 

なお、保有資産の必要性について不断に見直しを行い、見直し結果を踏まえて、建研

が保有し続ける必要がないものについては、支障のない限り、国への返納を行うものとす

る。 

また、知的財産の確保・管理については、知的財産を保有する目的を明確にして、必

要な権利の確実な取得やコストを勘案した適切な維持管理を図るとともに、出資の活用も

含めて普及活動に取り組み知的財産の活用促進を図るものとする。 

（６）安全管理、環境保全・災害対策に関する事項 

防災業務計画を適時適切に見直すとともに、防災業務計画に基づいて適切に対応す

るものとする。また、災害派遣時を含め、職員の安全確保に努めるものとする。 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）に基

づき、環境負荷の低減に資する物品調達等を推進するものとする。 

 

 ※本中長期目標の評価に関する主な評価軸は別紙２のとおり。 

 



本中長期目標の期間における
建築研究所の事務・事業

国が実施する関連行政施策の立案や
技術基準の策定等を見据え、温室効果
ガスの排出削減や安全・安心をはじめと
する持続可能な住宅・建築・都市の実現
に向けた研究開発等に重点的・集中的に
取り組む。

開発途上国等における地震防災対策の
向上が図られるよう、地震工学に関する
研修を実施する。

研究開発等

研 修

独立行政法人の事務・事業

国民生活及び社会経済の安定等の公共上
の見地から確実に実施されることが必要な
事務及び事業であって、国が自ら主体と
なって直接に実施する必要のないもののう
ち、民間に委ねた場合には必ずしも実施さ
れないおそれがあるもの 等

（独立行政法人通則法第２条第１項）

建築研究所の業務

建築及び都市計画に係る技術（建築・都市計画技術）の向上を図り、建築
の発展及び改善並びに都市の健全な発展及び秩序ある整備に資するよ
う、以下の業務を行う。
・建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究及び開発（研究開発等）
・建築・都市計画技術に関する指導及び成果の普及
・地震工学に関する研修生（外国人研修生を含む。）の研修 等

（国立研究開発法人建築研究所法第３条、第12条）

国
土
交
通
省

技
術
基
本
計
画

国土形成計画

政府の方針等

国土交通省の方針等

科学技術基本計画

未来投資戦略

社会資本整備重点計画

・・

住生活基本計画

国立研究開発法人建築研究所に係る政策体系図 別紙１



別紙２

第３章

成果・取組が期待された時期に適切な形で創出・実現されてい
るか

成果・取組が社会的価値の創出に貢献するものであるか

共同研究参加者数 国内外からの研究者の受入人数

国際会議への役職員の派遣数

競争的資金等の獲得件数

政策の企画立案や技術基準策定等に対する技術的支援が適
切かつ十分であるか

国内外における技術指
導件数

策定に関与した国内外の技術基準数

発表会、国際会議の主
催数

刊行物の発行件数

査読付き論文の発表数 論文等の発表数

社会に向けて、研究・開発の成果や取組の科学技術的意義や
社会経済的価値を分かりやすく説明し、社会から理解を得てい
く取組を積極的に推進しているか

研究施設の公開回数 ホームページのアクセス数

２．研修に関する事項 研修を通じて発展途上国等の技術者等の養成が適切になされ
ているか

研修修了者数

国立研究開発法人建築研究所の評価に関する主な評価軸等について

国内外の大学・民間事業者・研究機関との連携・協力等、効果
的かつ効率的な研究開発の推進に向けた取組が適切かつ十
分であるか

研究開発成果を適切な形で取りまとめ、関係学会での発表等に
よる成果の普及が適切に行われているか

研究開発の成果の最大化
その他の業務の質の向上に
関する事項

中長期目標 主な評価軸

成果・取組が国の方針や社会のニーズに適合しているか 研究開発プログラムに対する研究評価での評価・
進捗確認

※建築研究所に設置された評価委員会により、妥
当性の観点、時間的観点、社会的・経済的観点に
ついて評価軸を元に研究開発プログラムの評価・
進捗確認。技術の指導や成果の普及の取組状況
等も勘案し、総合的な評価を行う。

評価指標 モニタリングﾞ指標

JICAによる研修修了者に対するアンケート調査に
おける研修の有用性に関する評価の平均値

実施課題数

１．研究開発等に関する事
項


